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代
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他
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趣

ヲ
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彼

ノ
　百
歪

當

ナ

ル

ヘ
キ

モ
、
謹

制
度

・
關

智

膨
綴
賢

議
猷
藤
灘
臨醐
認

ノ
組
織
的

ト
ナ

リ
タ

ル

コ
ト
が
徳

川
將
軍

ニ
ョ
リ
・7
行

臨
賦

ハ
多

所

す

-
・
意
巷

蟹

ル
亡

フ
バ
、

・
・
.
轟

秘範
藷

蕪
観
熱
轄
彰
捌
鼎

.

者

ト

シ
プ

ソ
ノ
勢
力

最
高
潮

一一達

シ
タ

ル

モ
ノ

ノ
億

味

W
血

二
解

ス

ル

ナ

ラ

バ

舗

「諭
〇
二
〇
ロ

o
h
融
包

四
瀞

ヨ

ナ

ル
語

り

恥

ハ
全

然

誤

解

二
尊

ク

モ

ノ

ト

イ

ハ

サ

ル
可

・7

ス
。

思

フ

ー

ー

.

ノ

,



.

二
日
本

　
オ
ケ

ル
封

建
制
度

ノ
黄

金
時

代

ハ
實

二
十

⊥
ハ

世

紀

ノ
中
葉

二
在

リ
。

コ
ノ
時
代

　
於

プ

ハ
長
州

ノ
毛

利

八
十

敷
國

ヲ
領

シ
、
長
曾
我
部

八
四
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勢
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ヨ
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止
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謹
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